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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本空気清浄協会（JACA）及

び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって，

JIS B 9917-3:2009 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS B 9920 規格群（クリーンルーム及び関連する制御環境）は，次に示す部で構成する。 

JIS B 9920-1 第 1 部：浮遊粒子数濃度による空気清浄度の分類 

JIS B 9920-2 第 2 部：浮遊粒子数濃度による空気清浄度に関するクリーンルーム性能を根拠付ける

ためのモニタリング 

JIS B 9920-3 第 3 部：試験方法 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 B 9920-3：2025 
 

クリーンルーム及び関連する制御環境－ 
第 3 部：試験方法 

Cleanrooms and associated controlled environments- 
Part 3: Test methods 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 2 版として発行された ISO 14644-3 を基とし，我が国の実状に合わせ，技術的

内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で，附属書 JA は，対応国際規格にない事項である。また，点線の下線を施してある箇

所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に

示す。 

1 適用範囲 

この規格は，空気清浄度の等級分類，その他の清浄度属性及び関連する管理条件を満たすクリーンルー

ム及びクリーンゾーンの運用をサポートする試験方法について規定する。 

この規格に規定する各種試験は，二つのタイプのクリーンルーム及びクリーンゾーンに適用する。すな

わち，施工完了時（as-built），製造装置設置時（at-rest）及び通常運転時（operational）の三つの占有状態に

おける，一方向流及び非一方向流に対して適用する。 

この規格は，試験方法，すなわち，実施するパラメータを決めるために推奨される試験装置及び試験手

順を提供する。試験方法がクリーンルーム又はクリーンゾーンのタイプに影響を受ける場合は，代替手順

を示す。 

試験によっては，様々な用途で使用可能なように，幾つかの異なる方法及び装置が推奨されている。こ

の規格に含まれていない代替方法であっても，受渡当事者間の合意によって使用することが可能である。

代替方法については，必ずしも同等の測定値を提供するとは限らない。 

なお，この規格は，クリーンルーム，クリーンゾーン，又は環境分離装置における製品若しくはそのプ

ロセスの測定には適用しない。 

注記 1 この規格は，その使用に関連して考慮すべき安全上の事項（例えば，危険な物質，作業及び機

器を使用する場合）に対処することを目的としたものではない。この規格の利用者は，使用前

に規制上の制限に基づき各試験を適用できるか否かを判断し，適切な安全衛生対策を準備する

責任を負う。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 14644-3:2019，Cleanrooms and associated controlled environments－Part 3: Test methods（MOD） 


